
 

 

 

 

 

 

 

  

① ２０２０年４月より６４歳以上の被保険者についても雇用保険料が発生します。 

  雇用保険の被保険者のうち、４月１日現在で６４歳以上の方については雇用保険料が免除されています

が、２０２０年４月よりこの免除が廃止され６４歳以上の被保険者についても雇用保険料が発生します。 

① いつから保険料を徴収するの？？？ 

２０２０年４月１日以降に締日が到来する給与からになります。 

例えば… 

・月末締め 翌月１０日支払いの場合－５月１０日支給分（４月１日～４月３０日分の給与）より徴収します 

・１５日締め 当月２５日支払いの場合－４月２５日支給分（３月１６日～４月１５日分の給与）より徴収します 
 

② ２０２０年度の雇用保険保険料のお知らせ（前年度と変更はございません） 

 
 
 

労働者負担 

 

雇用保険料率 事業主負担 失業等給付の 

保険料率 

雇用保険二事業 

の保険料率 

一般の事業 ３／１０００ ６／１０００ ３／１０００ ３／１０００ ９／１０００ 

農林水産 

清酒製造の事業 
４／１０００ ７／１０００ ４／１０００ ３／１０００ １１／１０００ 

建設の事業 ４／１０００ ８／１０００ ４／１０００ ４／１０００ １２／１０００ 
 

  
② ２０２０年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保険料率が改定されました。 

２０２０年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は本年３月分（４月納付分）からの適用です。 

 ２０２０年２月まで  ２０２０年３月～ 

健康保険料（東京支部） ９，９０％ ９，８７％ 

健康保険料（神奈川支部） ９，９１％ ９，９３％ 

健康保険料（埼玉支部） ９，７９％ ９，８１％ 

介護保険料 １，７３％ １，７９％ 

給与計算の際は控除する保険料の金額にご注意ください。 
  

③ ２０２０年４月より時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます。 
「働き方改革」の下、昨年４月から大企業を対象に時間外労働の上限規制が始まりました。時間外労働の

削減については多くのメディアでも取り上げられてきており、各企業で多様な取組みがなされているところで

すが、いよいよ今年の４月から中小企業も規制の対象となります。 

また、中小企業において猶予されていた月６０時間を超える時間外労働の法定割増賃金率５０％以上の規

定についても、２０２３年から適用が始まりますので、長時間労働が常態化している会社においては今後、時

間外労働を６０時間以内に削減する取組みが必要です。 

① 時間外労働の上限とは… 

これまで３６協定で定めていた時間外労働の上限については厚生労働大臣の告示（月４５時間、年間３６０時間）

によって定めていました。 

告示による上限は、罰則による強制力がなく、また、特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせること

が可能となっていました。 

今回の改正により以下のように罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも

上限が設けられました。 
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② 改正によって何が変わったの？？？ 

１、 労働基準法上、時間外労働の上限は原則として月４５時間、年間３６０時間となり、臨時的な特別の事情がな

ければこの上限を超えることはできません。（上限時間は今までと変わりありません） 

２、 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも以下を遵守しなければなりません。 

（１）時間外が月４５時間を超えていいのは年６回まで 

（２）時間外労働が年７２０時間以内 

（３）時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 

（４）時間外労働と休日労働の合計について「２ヶ月～６ヶ月平均」のすべてが１ヶ月当たり８０時間以内 

３、 違反については罰則（６ヶ月以下の懲役または３０万円以下の罰金）が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 業種によっては適用が猶予・除外となる事業、業務があります。 

１、 新技術・新商品等の研究開発業務（専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の

研究開発の業務）については、上限規制の適用が除外されています。 

２、 以下の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１－建設事業とは「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業」

また、「建設事業に関連する警備（交通誘導警備に限る）」をいい、作業員のみではなく現場監督や事務員も含みます 

※２－自動車運転の業務とは「人や物を運ぶ業務」をいい、主としてその業務に従事する者のみが適用を猶予されま

す。ですので、運送会社の事務員や荷役作業員、運行管理者は猶予の対象外です  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


